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.アブストラクト

本稿は，保険リスクの一種とされているタイミング・リスクについて，終

身保険，定期保険，財産廃用保険に関する分析を通して検討するものである。

そして，検討の結果，次の 3点を主張する。第 1に，タイミング・リスク

とは，経済的入用が予定より早期に生ずることにより保険契約者に発生する

経済的損害の可能性であり，一般に，長期契約において予定利率で保険料を

割り引くことによって保険者へと移転させることができる。第 2に，そのた

め，タイミング・リスクは，シビリティ・リスクの一種だと考えることがで

きる。第 3に，タイミング・リスクは，生命保険のみならず，財産保険にも

取り込むことができる。

圃キーワード

タイミング・リスク，保険リスク，財産廃用保険

1 .保:険引受リスクとタイミング・リスク

保険は経済主体間でリスク移転を行う経済制度の一つである。保険におい

て，経済主体問で移転されるリスク(不確実性)は r保険リスク」

(insurance risk) と呼ばれている。

代表的な保険リスクは「保険引受リスクJ (underwriting risk)であり，

/平成19年12月10日原稿受領。
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オカレンス・リスク (occurrencerisk or frequency risk) とシビリティ・

リスク (severityrisk)から成る。前者は，保険事故の発生の有無に関す

る不確実性であり，後者は，保険事故発生時の発生損害額の多寡に関する不

確実性である。後者は，損害填補給付型の保険にしかない保険リスクである

と考えられている(定額給付型の保険では，保険事故さえ発生すれば，損害

額の多寡を間わずに保険給付がなされるからである)。

たとえば，火災保険では，保険期間中に保険の目的物の火災という保険事

故が発生するか否かに関して不確実性があるとともに(オカレンス・リスク

の存在)，火災保険事故が発生した場合にどの程度の火災損害が発生するか

(火災保険金の多寡)に関しでも不確実性がある(シビリティ・リスクの存

在)。またたとえば，定期保険では，保険期間中に被保険者の死亡という保

険事故が発生するか否かに関する不確実性がある(オカレンス・リスク)0 

ところで，リスクの分類方法として，-仮定の危険(ifrisk) J と「様式

の危険 (howrisk) J と「時期の危険 (whenrisk) J に分ける考え方がある

(Mehr & Osler [1949J，邦訳pp.6-8，長崎 [1965J，p .138)。また，-発

生するか否か (ob)J (Incertus an) と「何時 (wann)発生するかJ (In司

certus quando) と「いかに (wie)発生するかJ (Incertus quomodo)に

分類する考え方もある(白杉 [1954J，pp .16-17 ;水島 [2006J，pp. 4-5 ; 

鈴木(竹) [1993J， p.66 n.l)。こうした分類方法を基に，保険リスクは，

保険引受リスクと「タイミング・リスクJ (timing risk， payment timing 

risk， acceleration risk or early payment risk)から成ると一般に考え

られている。

ここでタイミング・リスクとは，保険事故発生の時期に関する不確実性で

ある。たとえば，終身保険では，保険期間がオープン・エンドなので，保険

期間中に必ず保険事故たる被保険者の死亡は発生し(オカレンス・リスクは

ない)，また，支払額は定額であるので(シビリティ・リスクもないと言われ

ている)，タイミング・リスクしか存在しない保険だと言われている(白杉

[1954J， p.17 n.7 ;水島 [2006J，p.5 ;大森 [1985J，p. 257)。
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しかしながら，保険引受リスク(オカレンス・リスクおよびシビリティ・

リスク)とタイミング・リスクは異質の概念のよフにも思われる。また，タ

イミング・リスクにおいて時期に関する不確実性を取り上げるのであれば，

場所に関する不確実性や，態様に関する不確実性をも保険リスクとして取り

上げてよい筈であるが(吉津 [2006J.pp .179)，そのような議論は寡聞に

して聞かない。

そこで本稿では，保険におけるタイミング・リスク意義を，定額保険を材

料に検討することにする。定額保険を取り上げるのは，定額保険は損害填補

型ではないのでシピリティ・リスクがないと一般に考えられているため，シ

ビリティ・リスクの影響を排除できる筈だからである。まずは，定額保険の

中でもオカレンス・リスクすら存在しない終身保険を分析し(次述2参照)， 

続いて，オカレンス・リスクも存在する定期保険に触れたうえで(後述3参

照)，財物の定額保険の一種である財産廃用保険を取り上げ(後述4参照)， 

最後に，タイミング・リスクはシビリティ・リスクに還元できる(吉津

[2006J. p .180) との結論を述べる(後述5参照)。

2 .終身保険

タイミング・リスクを検討するにあたり，まず最初に終身保険を検討する。

なぜなら，終身保険には保険引受リスクは存在せず(つまり，オカレンス・

リスクもシビリティ・リスクも存在せず)，タイミング・リスク(被保険者の

死亡時期による経済的不確実性)しか存在しない保険の典型例だと言われて

いる(たとえば，江頭 [2005]， p. 377 n.1)からである。終身保険におけ

る保険リスクを分析すれば，タイミング・リスクの意義を明らかにすること

ができる筈である o

(1) リスク移転

タイミング・リスクも保険リスクの一種だとされているから，保険の要件

であるリスク移転 (risktransfer or risk shifting)の対象となっている筈
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である。

ここでリスク移転とは，第 1に，付保前においては，特定の経済的不確実

性が保険契約者に存在していることが必要で、あり，第 2に，付保後において

は，当該不確実性が保険契約者には存在せず，その替わりに保険者に当該不

確実性が存在することが必要で、ある(吉津 [2006J， pp. 6-17)。

このことをタイミング・リスクに当てはめると次のようになる。すなわち，

第 1に，付保前においては，保険事故の発生時期如何で、，保険契約者に発生

する経済的損害の(有無や)程度に不確実性が存在すること，第 2に，付保

後においては，保険金受取人は保険者から保険金を受領するから，保険事故

の発生時期如何で、は，保険契約者に発生する経済的損害の(有無や)程度に

不確実性はもはや存在せず，その替わりに，保険事故の発生時期如何によっ

て，保険者に発生する経済的負担の(有無や)程度に不確実性が存在するこ

とが必要で、ある(なお，保険事故の発生の有無ではなく，保険事故の発生時

期の如何に焦点が当てられていることに注意を要する)。

(2) 終身保険におけるタイミング・リスク

タイミング・リスクのリスク移転におけるこのような特徴は，タイミン

グ・リスクのみを担保している終身保険では次のように評価できる。

すなわち，人保険の定額保険においては「被保険利益」概念は適用されな

いとされているものの，保険金受取人は，被保険者の死亡について何らかの

利益関係を有していると考えられる o そして，付保前においては，被保険者

の死亡時期の如何によって，保険金受取人に発生する経済的損害の程度が変

動する可能性がある。ただし，定額保険であるので，どの程度の損害額とな

るかは間われない。付保後においては，被保険者の死亡時期の如何によって

保険金受取人に発生する経済的損害の変動について，その全部または一部が

解消される(つまり，死亡時期の如何を問わず，経済的損害の全部または一

部が確定し，かっ，それが保険で、カバーされる)ことになる。その替わりに，

保険者は，被保険者の死亡時期の如何によって保険者に発生する経済的負担
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が変動する不確実性を負フことになる。換言すると，保険者の保険責任額の

多寡(=支払保険金の多寡)が被保険者の死亡時期の如何によって変動して

いる筈である。

ここで，被保険者の死亡時期の如何によって保険金受取人に発生する経済

的損害の程度(付保後は保険金受領によって経済的損害は回復される)を算

出することはそもそも困難で、あるから(困難であるからこそ，損害填補保険

ではなくて定額保険の形態をとっている)，それと同値である筈の，被保険

者の死亡時期の如何によって変動する保険者の保険責任額の多寡に着目する

ことにする。

(3) 終身保険における保険料の構造

終身保険においては，一般に 1)，被保険者の死亡時期の如何にかかわらず，

保険金として支払われる保険金額は一定である。けれども，上述の議論から

すると，保険事故発生時期の先後によって，保険者の保険責任額に不確実性

が存在しなければならない(そうでないと，保険契約者側から保険者側へと

リスクが移転していないことになってしまう)。この両者を矛盾なく理解す

るには，終身保険における保険料の構造を考慮する必要がある。保険料(付

加保険料を除く。以下，同じ)は，保険責任額を間接的に表しているからで

ある。

終身保険の一時払保険料は次のように算定される。すなわち，終身保険の

保険料は，終局年齢まで、の各年齢において予定される死亡率を保険金額に乗

じ，そこから予定利率で中間利息を控除して現在価値金額を算出したものの

合計値となる。

これを算式で示すと以下のとおりである (Gerber[1997]，邦訳p.38)。

ただし， Axはx歳の人の一時払終身保険の純保険料， vは現価率(割引率

とも言う。予定利率を iとすると， v二 1/(1十i)となる)， 1王は余命年数か

1) 運用成績次第で保険金額が変動する変額終身保険もある o
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ら1年未満の端数を切り捨てた整数値 (kミ0)，kPxはx歳の人がk年以上

生存する確率(生存率)， qX+kは (x+k)歳の人が 1年以内に死亡する確率

(死亡率)を表すこととする。なお，死亡した場合には，死亡年度の末日に

保険金額 1が支払われるものとする。

Ax=E[vIM]=Ef十1 kPx qX+k 

=1・v.oPX・lqx+1.V2
• lPX・lqX+l十・

つまり，保険金額は定額であるものの，実際に死亡保険金を支払う時期は

被保険者毎に異るので，保険者としては，保険事故発生時期の如何によって，

現在価値ベースでの保険責任額の多寡が変動する。そして，保険契約者から

収受した保険料は，上記算式のとおり，一定期間にわたる予定利率での運用

を予定して割り 51かれているため，保険金支払時点における支払保険金は常

に同額であるものの，予定より早期に当該保険群団の被保険者が死亡すると，

保険者は収受した保険料総額では保険責任額を賂えなくなってしまう。逆に，

予定より遅〈当該保険群団の被保険者が死亡すれば，保険者は保険責任額の

支払を果たしでもなお収受した保険料総額に余剰が生じることになる。

支払保険金額は定額であっても，予定利率iで割り引いた保険料を設定し

ているため，保険事故発生時期の如何によって，支払保険金額の現在価値は

異なるのである。たとえば，平成16年簡易生命表を用いて，保険金額を

1，000万円，予定利率を 3%および 5%として， 40歳男子の終身保険におけ

る支払保険金の現在価値の確率分布を表すと図表 1のようになる(グラフの

基礎データは本稿末尾掲載の図表4参照)。

図表 1に従えば，終身保険であっても，現在価値ベースの支払保険金およ

びその発生確率は，右側に裾野(テール)の長い山形の確率分布を示すこと

になる(なお，予定利率を 5%とした場合の期待値は約179万円，予定利率

を3%とした場合の期待値は約334万円となった 2)。標準偏差は共に約140万

円である)。

2) 当然のことながら，仮にこの確率分布が正しいとしても，将来におけるある

保検者が引き受けた死亡保険における死亡率がこの期待値どおりとなる保障は
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図表支払保険金の現価の確率分布

(終身保険。 40歳加入の男子。保険金額1000万円)
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保険リスクとしてのタイミング・リスクについて

つまり，保険金額が定額の終身保険は，保険期間内に必ず保険事故が発生

し，かつ，支払時点での保険金支払額は一定であるものの，予定利率を勘案

して現在価値ベースで捉えると，通常の保険が対象としているリスクと同様

に，確率分布が描くことができる o このことからすると，タイミング・リス

クと呼ばれているものは，実はシビリティ・リスク(の一種)であると考え

ることが?できるのである。

3 .定期保険

本節では，定期保険を取り上げる。前述2で取り上げた終身保険はタイミ

ング・リスクしか存在しないと言われている保険商品だ、ったが，定期保険は

定額保険なのでオカレンス・リスクのみが存在すると考えられている。けれ

ども，定期保険についても，予定利率で割り引かれた保険料が設定されてい

る場合には，シビリティ・リスクも存在していることをここで示す。

たとえば，前節と同様に，平成16年簡易生命表を用いて，保険金額を

1，000万円，予定利率を 5%として， 70歳男子の 5年定期保険における支払

保険金額の現在価値の分布を表すと図表 2のようになる 3)。支払保険金を現

在価値ベースで捉えると，支払保険金が保険金額(ここでは1，000万円)か

ゼロかの確率分布ではなくて 6種類の支払保険金(5種類の支払額とゼ

ロ)の確率分布となっている。このことは，予定利率が織り込まれている定

期保険では，オカレンス・リスクのみならず，シビリティ・リスク(の一種

であるタイミング・リスク)も存在していることを意味している(なお，期

待値は約114万円，標準偏差は約281万となった)。

全くないので，保険価格の設定においては安全率の付加が不可欠で、ある。また，

この確率分布自体が将来において変容していく可能性も勘案すると，さらに多

くの安全率を見込む必要がある。

3) 40歳男子ではなくて70歳男子の統計を用いたのは，定期保険のグラフでは確

率の値が相対的に極端に小さく成るのを回避するためであって，結論に変わり

はない。
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図表 2 支払保険金の現価の確率分布

( 5年定期保険。 70歳加入の男子。保険金額1，000万円。予定利率 5%)
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イ呆険リスクとしてのタイミング・リスクについて

つまり，保険者としては，単に保険事故が発生するか否かの不確実性(オ

カレンス・リスク)を抱えているのみならず，保険事故が発生した場合にお

いて，その保険事故がいつ発生するかに関する不確実性(タイミング・リス

ク)も抱えているのである。そして，ここで言うタイミング・リスクは，図

表 2から明らかなように，また，前節で述べたのと同様に，シビリティ・リ

スク(の一種)であると言えよう。

4.財産廃用保険

(1) 財産廃用保険

前述 2 (終身保険)および前述 3 (定期保険)の分析は，財産保険にも適

用することができる。財物に関する終身保険や定期保険は，財産廃用保険と

呼ばれている。これは，財産の終局を保険事故とする保険である o

実際， 1920年代のドイツには，家屋，機械，船舶といった有体物を保険の

目的とする「財産生命保険」があった。この保険では，物理的損壊よりも，

むしろ老朽化リスクや陳腐化リスクの担保を主眼としていたとのことである

(小島 [1935J，pp. 522-;野津 [1965J，p.233 n.6)。この考え方を用いれ

ば，機械や設備(庖舗・航空機・パス等の内装を含む)の廃用保険を開発す

ることも可能である。これは，機械や設備を所有または使用する企業の早期

廃用・早期更新リスクをへッジするものであり，機械や設備の再調達価額を

保険金額とし，保険金額を予定廃用時期までの期間の利子率で割り引いた額

を一時払保険料として算出する。廃用時に保険金額を支払うので，老朽化・

陳腐化等による早期廃用・早期更新に関するタイミング・リスクが移転した

ことになる。いずれは廃用になるとしても，予定より早期に廃用となれば，

少なくとも金利損害が発生することになる。

ただ，こうした保険商品の設計では保険契約者の意図的な保険事故招致の

倶れがありへ有効な妨止策の設定(縮小填補条件，免責金額の設定，一定

4) そもそも財物の廃用を決定すること自体が保険契約者の意図的な行為である

ことが多いので(例外は，火災・衝突などによる全損事故や盗難・詐取であ
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の免責条項の付帯等)が不可欠である。もし，有効な防止策を設定できない

場合には，廃用・更新時に発生する費用のみを填補する保険商品とせざるを

得ない。費用のみを填補するのであれば，保険契約者が意図的な保険事故招

致を行うインセンティブが小さいからである o たとえば，廃用時に発生する

廃棄コストを填補する保険が考えられる。

(2) 自動車廃用保険

財物廃用時に発生する廃棄コストを填補する保険として，自動車の廃用保

険を考えてみる 5)。まずは，現行の自動車リサイクルについて概観する。

現行制度では，自動車リサイクル法(正式名称は「使用済自動車の再資源

化等に関する法律J)に従って，自動車の所有者が新車購入時叫こリサイク

ル料金 (r再資源化等預託金」および「情報管理預託金」。同法73条 1項， 4 

項)を預託する。リサイクル料金は車種別・型式別に一定額の料金が設定・

公表されており(同法34条 1項)，資金管理法人である「財団法人自動車リ

サイクル促進センタ-J (以下，センターという)が収受して，預託を証す

るものとしてリサイクル券を発行する。

その後，自動車の使用が終了し r使用済自動車」についてリサイクル

(正確には「再資源化等J)が行われると，センターは「自動車製造業者等」

からの請求に基づいて r再資源佑等預託金」を，預託期間に応じて複利計

る)，保険者としては運営の難しい商品である。

5) かつて筆者は，自動車廃棄物問題の対処のために自動車廃用保険(自動車の

終身保険)の可能性を指摘したことがある(吉津 [2001J，p. 67)。これは，

自動車の廃用時にリサイクル費用を給付する保険で，新車購入時(自動車登録

ファイルへの登録時)に一時払保険料を徴収し，保険期間をオープン・エンド

とするものである。

けれども，保険制度化はなされることなし自動車リサイクル法(平成14年

7月12日法第87号)は2002年に成立し， 2003年 1月11日から部分施行され，

2005年1月1日から全面施行されている。

6) 制度発足以前から存在している自動車に隠しては，自動車所有者は車検時に

リサイクル料金を預託することになっている(同法附則 8条 1項)。
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算した利息を付して(同法75条，同法施行規則70条)，払い渡すことになる

(同法76条 1項)。

このように，一見すると，センターは，自動車の廃用保険に似た制度を運

営していることになる。しかしながら，自動車の使用終了時期(すなわち，

「再資源化等預託金」の払渡し請求がなされる時期)の早晩に応じた不確実

性をセンターは負担していないので，タイミング・リスクは存在しない。セ

ンターが付す利息は実際に預託されていた期間に応じて算出するので7)，預

託期間の長短に関する不確実性はセンターには存在しない。つまり，オープ

ン・エンドの契約であって，当初に収受した金額に実運用期間における実現

金利を付すものなので，オカレンス・リスクもシピリティ・リスクもなく，

また，タイミング・リスクもないので，保:険ではないことになる。

ここで，この自動車リサイクル料金の平均的な預託期間を推計して，その

期間に対応する利息で予め割り引いた料金設定をすれば，終身保険と同様の，

財物の廃用保険として構成できることになる。つまり，財物(ここでは自動

車)の廃用時に発生する定額の費用(ここでは「使用済自動車」の「再資源

化等」の費用)を担保する保険である。

そこで，前述の第 2節と同様にして， リサイクル料金の現在価値の確率分

布を推測してみることにする。生命表の代わりに，自動車の初度登録後の残

存率を用いる o 本来は，同一年度に登録された自動車について，その後の残

存状況を追うべきであるが(コーホート分析)，ここでは， 2007年 3月末時

点における初度登録年度毎の登録車両の残存率(自動車検査登録協会

[2007J)から推計した。推計にあたっては，自動車を普通自動車と小型自動

車に分け， リサイクル料金はそれぞれ14，000円， 10，000円として算出したと

ころ図表3のようになる 8)。なお，予定利率は 3%とした(グラフの基礎デ

7) 実際に附された利息の利率は，平成16年度は0.004%，平成17年度は0.380%，

平成18年度は0.835%である。なお， 2007年6月末時点でのセンターが保有し

ている運用金額は7，000億円を超えている。

8) 図表3は2007年3月末の笑データに基づく一つの集計結果に過ぎず，当然の
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ータは本稿末尾掲載の図表5参照)。

図表3を一覧すれば分かるとおり，終身保険(図表 1参照)のように滑ら

かな山形を描くことはない。ほほ左右対称ではあるが，普通乗用車と小型乗

用車のそれぞれの山が二重に重なっているように見える o 実際には，現価の

隣り合う点を結んでいくと(つまり，経過年数の進行に応じた登録抹消率の

推移を見ると)，ギザギザの(山と谷が交互に来る)形状となっている(そ

して，全体として大きな山形を形成している)。これは，車検制度(自動車

検査登録制度)の影響と考えられる。すなわち，自動車の使用終了はいわゆ

る車検残存期間(自動車検査証の有効期閣の残期間)との相闘が高いのであ

る(継続検査を迎える時期に廃車処分を検討することが多い)。

なお，この分析では予定利率を 3%として試算しているが，この予定利率

を支払額に織り込むと，普通乗用車では期待値は9，737円(リサイクル料金

の仮定は14，000円)で標準偏差は1，455，小型乗用車では期待値は7，276円

(リサイクル料金の仮定は10，000円)で標準偏差は908となった。

以上のように，財物についても終身保険と同様のもの(すなわち，財産の

廃用リスクを無期限に担保する損害保険)を想定することができる。この財

産廃用保険をオープンエンドの保険期間で設計するとオカレンス・リスクは

存在しないことになるが，たとえ保険金支払額が定額であったとしても，予

定利率で割り引かれた保険料を設定した長期契約となっていれば，シビリテ

ィ・リスク(一般にはタイミング・リスクと呼ばれているもの)が存在する

ことになる。

なお，財物の定期保険と同様のもの(すなわち，財産の廃用リスクを有期

間に担保する損害保険)についても，予定利率で割り引かれた保険料を設定

した長期契約となっていれば，前述3で定期保険について述べたのと同様に，

ことながら， 自動車の耐久性の向上，自動車登録制度等の法令改正・制度改正，

景気動向等のマクロ要因， 自動車保有者の少子化(吉津 [2005J)・高齢化や晴

好・行動の変化等により，登録自動車の残存率は今後も変動していくものであ

る。
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オカレンス・リスクが存在するのみならず，シビリティ・リスク(一般には

タイミング・リスクと呼ばれているもの)も存在することになる。

5 .結論

終身保険，定期保険，財産廃用保険に関する分析を通してタイミング・リ

スクを検討してきたが，本稿の結論をまとめると以下のとおりである。

①タイミング・リスクとは，経済的入用が予定より早期に生ずることによ

り保険契約者に発生する経済的損害の可能性である。そして，この保険

契約者が抱える経済的不確実性(タイミング・リスク)は，一般にへ

長期契約において予定利率で保険料を割り引くことによって保険者へと

移転させることができる。

②上記①により，タイミング・リスクは，シビリティ・リスクの一種だと

考えることができる 10)，11)。

③シビリティ・リスクの一種であるタイミング・リスクは，生命保険のみ

ならず，財産保険にも取り込むことができる。

(筆者は東京海上日動火災勤務)

9) タイミング・リスクの保険契約者から保険者への移転方法は，予定利率で保

険料を割り 51<方法に限定されるものではないたとえば，ファイナイト保険の

ように，異なる方法で移転させることも可能でbある o

10) つまり，保険引受リスク(オカレンス・リスクとシビリティ・リスク)とタ

イミング・リスクとは，同ーの分類基準による分類ではないことになる(吉津

[2006J， p.179)o 

11) したがって，保険リスクは全て，保険引受リスク(オカレンス・リスクおよ

ぴシビリティ・リスク)で説明できるので(吉津 [2006J，p .180)，保険引受

リスクとタイミング・リスクから成る「保険リスク」という概念は不要で、ある

とも言える(吉津 [2006J，p .187)。
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図表 4 終身保険の支払保険金現価の期待値と分散

(40歳加入の男子。保険金額1，000万円)

(r死亡率」と「保険金の現価」は図表1の基礎数値)
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図表 5 自動車リサイクル料金の現価の期待値と分散

(，リサイクル料金の現価」と「抹消率 (29年以上補正後)Jは図表3の基礎数値)

普通乗用車(リサイクル料金は14，000円と仮定した) 小型乗用車(リサイクノレ料金は10，000円と仮定した)

初度登録 経過
割引率 リサイク 残存率 抹消率(%)

支払額
リサイク

残存率)」じトの残主存差分率塑率(%) 支払額(3%) ノレ料金 (%) ，残存率 負値 29年以上 分散 ノレ料金 (%) 1 nl);t>:gg 129年以上 分散
の現価 * の差J昔 補正後 補正後 期待値

の現価 * 補正後 期待値

I 0)>l':7t I "'*-*~ I *** *** 2006年4月 ~ 12007年3月 。 1.00000000 14，000 98.89 1.11 1.11 1.17 164 230，355 10，000 98.90 1.10 1.10 110 88，711 
2005年4月 ~ 12006年3月 1 0.97087379 13，592 98.65 0.24 0.24 0.25 351 41 ，0~ 9，709 98.86 0.04 0.04 4 2，597 
2004年4月 ~ 12005年3月 2 0.94259591 13，196 97.48 1.17 1.17 1.24 163 162，669 9，426 97.68 1.18 1.18 112 60，527 
2003年4月 ~12004年3月 3 0.91514166 1t，812 94.98 2.50 2.50 2.65 339 277.770 9，151 94.99 2.69 2.70 247 106，506 
2002年4月 ~ 12003年3月 4 0.88848705 12.439 94.64 0.34 0.34 0.36 45 29.576 8，885 93.89 i 1.10 1.10 98 32，649 
2001年4月 ~12002年3月 5 0.86260878 12.077 92.31 2.33 2.33 2.47 298 154.691 8.626 88.73 i 5.16 5.1日 447 110，530 
2000年4月 ~ 12001年3月 6 0.83748426 11.725 91.32 0.99 0.99 1.05 123 48.562 8，375 85.98! 2.75 2.76 231 40，390 
1999年4月 ~ 12000年3月 7 0.81309151 11，383 87.50 3.82 3.82 4.04 460 132.646 8，131 80.36 5.62 5.64 459 52，613 
1998年4月 ~ 11999年3月 8 。ー78940923 11，052 85.15 ' 2.35 2.35 2.49 275 ~1，~ 7，894 77.28 3.08 3.09 244 16，428 
1997年4月 ~ 11998年3月 9 。ー76641673 10，730 77.24 I 7.91 7.91 8.37 898 112，235 7，664 67.03 10.25 10.28 788 25，627 
1996年4月 ~ 11997年3月 10 0.74409391 10，417 71.88 5.36 5.36 5.67 591 40，5lfl 7，441 61.60 5.43 5.45 405 4，149 
1995年4月 ~ 11996年3月 11 0.72242128 10.114 60.23 11.65 11.65 12.33 1，247 36.209 7，224 43.49 i 18.11 18.17 1，3n 637 
1994年4月 ~ 11995年3月 12 0.70137988 9，819 52.27 7.96 7.96 8.43 827 5，153 7，014 35.39 i 8.10 8.13 570 1，858 
1993年4月 ~11994年3月 13 0.68095134 9，533 40.38 11.89 11.89 12.58 1，200 188 6，810 23.43 11.96 12.00 817 15，166 
1992年4月 ~ 11993年3月 14 0.66111781 9.256 34.43 5.95 5.95 6.30 583 6 ， 3Q~ 6.611 18.52 4.91 4.93 326 15，111 
1991年4月 ~ 11992年3月 15 0.64186195 8，986 28.91 i 5.52 5.52 5.84 525 ~，QQ!i 6，419 12.53 5.99 6.01 386 33，483 
1990年4月 ~11991年3月 16 0.62316694 8.724 25.79， 3.12 3.12 3.30 288 23.728 6，232 9.26 3.27 3.28 204 28，582 
1989年4月 ~ 11990年3月 17 0.60501645 8.470 21.35 4.44 4.44 4.70 398 57，046 6，050 6.43 2.83 2.84 172 35，293 
1988年4月 ~ 11989年3月 18 0.58739461 8，224 17.54 3.81 3.81 4.03 332 73，328 5，874 3.97 2.46 2.47 145 41，144 
1987年4月 ~11988年3月 19 0.57028603 7，984 14.58 2.96 2.96 3.13 250 79，004 5，703 2.52 1 1.45 1.45 83 31，105 
1986年4月 ~ 11987年3月 20 0.55367575 7，751 13.42 1.16 1.16 1.23 95 40，6El 5，537 1.85: 0.67 0.67 37 17，823 
1985年4月 ~11986年3月 21 0.53754928 7，526 10.48 2.94 2.94 3.11 234 130，3Qg 5，375 1.31， 0.54 0.54 29 17，352 
1984年4月 ~11985年3月 22 0.52189250 7.306 8.72 1.76 1.76 1.86 136 95，610 5，219 0.98 i 0.33 0.33 17 12，540 
1983年4月 ~ 11984年3月 23 0.50669175 7.094 7.56 1.16 1.16 1.23 87 75，410 5，067 0.74 0.24 0.24 12 10，601 
1982年4月 ~ 11983年3月 24 0.49193374 6，887 7.03 ' 0.53 0.53 0.56 391 40.439 4，919 0.45 0.29 0.29 14 14，675 
1981年4月 ~ 11982年3月 25 0.47760557 6.686 6.15 I 。.88 0.88 0.93 62 77，552 4，776 0.41 0.04 0.04 2 2，291 
1980年4月 ~ 11981年3月 26 0.46369473 6.492 6.49 ー0.34 0.00 0.00 。 0' 4，637 0.41! 0.00 0.00 。 。
1979年4月 ~ 11980年3月 27 0.45018906 6.303 5.97 。.52 0.52 0.55 35 58.828 4，502 0.38' 0.03 0.03 l 2，135 
1978年4月 ~ 11979年3月 28 0.43707675 6，119 5.86 0.11 0.11 0.12 7 13.881 4，371 0.34 I 0.04 0.04 2 3，134 

~ 11978年3月 29 0.42434636 5.941 34.28 4.243 3.02 
ぷ口〉、 計 94.14 94.48 100.00 9，737 2，118，294 99.66 100.001 7，2761 823，654 

σ=車守1，455 σ五蔚908

(*)自動車検査登録協会 [2007Jによる。

(*ネ)コーホート分析ではないので「残存率の差分J に負値が一部発生したため，負値をゼロに補正した(小型乗用車では負値はないので負債補正はしていなし、)。

(* * *)経過年数29年以上のデータがないため. 29年以上の車齢の自動車は全てそれまでの閲に割合的に登録抹消になるものとして補正した。
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